
北海道言語障害児教育研究協議会 会 則 
 

（平成７年９月２１日・平成１８年９月１５日改正・平成１９年５月８日改正・平成２１年５月８日改正・平成

２１年１１月２０日改正・平成２２年５月７日改正・平成２３年５月１３日改正・平成２４年５月１２日改正・

平成２５年１１月２３日改正・平成２６年５月１０日改正・令和３年４月２５日改正） 
 
第 １ 条（名 称） 
   本会は、北海道言語障害児教育研究協議会と称する。 
第 ２ 条（事務局） 
   本会の事務局は、会長の指定する場所におく。 
第 ３ 条（目 的） 
   本会は、言語障害児のもつ問題を、教育的側面から研究することにより、本道の言語障害児教育を推 

  進し、その拡大・発展を図ることを目的とする。 
第 ４ 条（事 業） 
   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１）研究大会、研修会の開催   ３）研究会誌の発行  
２）研究調査の実施       ４）その他必要な事業 

第 ５ 条（会員及び組織） 
  １）会 員 ： 本会は、言語障害児・難聴児の教育また療育に携わる担当者及びその所属長並びに 

         それに準ずる者、また本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者をもって構成する。 
  ２）ブロック組織 ： 本会の事業を推進するために全道を必要なブロックに分け、ブロック毎の研究 

           ・協議を行うものとする。ブロック組織は細則による。 
  ３）運営組織   本会の運営を推進するために、研究部、組織部、広報部、庶務部をおく。 
第 ６ 条（役 員） 
  第 １ 項（役員の任務） 
    本会に、次の役員をおく。 
    １）会 長 １名  本会を代表し、会務を総括する。 
    ２）副会長 ３名  会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。 
    ３）監 査 ２名  会務、会計の監査を行う。 
    ４）理 事 各ブロック１名 
       理事はブロックの意見を代表し、理事会において議案を審議する。また、総会及び理事会の 

     議決事をブロックにおいて推進する。 
    ５）部長、副部長、部員 
       部長、副部長、部員は総会及び理事会の原案を協議し、総会及び理事会の決定に基づき会務 

     を執行する。 
    ６）事務局長及び事務局次長並びに事務局員 
       事務局長及び事務局次長並びに事務局員は事務局を構成し、各部に所属して会務を執行する。 

     事務局長は事務局を代表し、その業務を統括する。事務局次長は、事務局長を補佐し、必要が 

     あるときはその任務を代行する。 
  第 ２ 項（役員の選出と任期） 
    １）会長、副会長、監査は第１回理事会で選出し、総会に報告する。 
    ２）理事は、ブロックの会員が互選し、それを会長が委嘱する。 
    ３）部長、副部長、部員（若干名）、事務局長、事務局次長、事務局員は理事会が推薦し、それを

会長が委嘱する。 
    ４）いずれも任期は１年とし、再任を妨げない。 
第 ７ 条（会 議） 
   本会は、次の会議を会長が招集する。 
    １）総 会 
       総会は本会の最高議決機関で、年１回行う。その他に会長が必要と認めた場合又は会員の３ 

      分の１以上の要請があった場合に行うことができる。総会は、本会の研究推進及び組織と運営 

      について審議する。議事は出席者の過半数で可決する。ただし、会員に直接諮るべき議案が 

      ない場合は理事会をもって総会に代えることができる。 



    ２）理事会 
       理事会は総会につぐ中間の議決機関である。理事会は、本会の研究推進及び組織と運営につ 

      いて審議する。議事は出席した理事の過半数で可決する。理事会には会長、副会長、監査、理 

      事、部長、副部長、部員、事務局長、事務局次長、事務局員が出席する。 
    ３）運営委員会及び部会 
       運営委員会は総会及び理事会の原案を提案し、総会及び理事会の決定に基づき会務を執行す 

      る。運営委員会には、会長、副会長、部長、副部長、部員、事務局長、事務局次長、事務局員 

      が出席する。事務局長は、必要に応じて、運営委員会を代表する。部会は必要があるときに開 

      催する。 
    ４）その他の会議 
       会長が必要と認めた場合又は会員の要請があった場合、必要に応じて行う。 
第 ８ 条（会計及び会計年度） 
    １）本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。 
    ２）本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 
付  則  
    付 則 １  この会則は平成７年９月２１日・平成１８年９月１５日・平成１９年５月８日・平 

         成２１年５月８日・平成２１年１１月２０日・平成２２年５月７日・平成２３年５月 

         １３日・平成２４年５月１２日・平成２５年１１月２３日・平成２６年５月１０日・令 

         和３年４月２５日より施行する。 
    付 則 ２  会則の改正は原則として総会で行う。 
    付 則 ３  本会の運営について必要な細則・内規は別に定める。改正は理事会で行う。 
細  則 
  細 則 １ 事務局 
          当面の間、事務局を札幌市立南月寒小学校ことばとまなびの教室（札幌市豊平区 

月寒西４条８丁目２－１）におく。（令和３年４月より事務局業務開始） 
  細 則 ２ 専門委員会 
          第７条の４）に基づくもののうち、本会の組織・運営のための特別な問題については 

         専門委員会を設ける。委員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。専門委員会は活動の 

         報告を行う。 
細 則 ３ ブロック組織 
   全道を次のブロックに分割し、研究推進を行なうとともに会務の協議を行う。 
     （１）渡島・檜山ブロック  （５）札幌ブロック    （９) 上川ブロック 
     （２）日高・胆振ブロック   （６）空知ブロック       （10) 留萌・宗谷ブロック 
     （３）石狩ブロック     （７）十勝ブロック        （11) オホーツクブロック  
     （４）後志ブロック     （８）釧路・根室ブロック     
運 営 内 規 
  運営内規１ 本会の会費は年間 ４０００円とする。（平成２１年４月より）  
  運営内規２ 理事会に理事が欠席する場合、そのブロックから代理者をたてる。 
  運営内規３ 部長・副部長・部員の候補者の検討は、運営委員会がブロックの了解を得て行う。 
  運営内規４ 理事会・運営委員会の議事内容は「道言協通信」を通じて会員に報告する。 
  運営内規５ 会長の招集する会議（総会を除く）の旅費については次のように定める。 
    １）交通費は、ＪＲを利用するものとして、実費相当額を支給。 
    ２）宿泊費は、ＪＲを利用して会議開始時刻に間に合わない場合支給するものとし、社会 
      情勢と道言協予算を鑑みながら金額を設定する。 
  運営内規６ 会費を２年間滞納している場合、継続の意思がないものと見なし、自動退会とする。 
  運営内規７ やむを得ない事情により会の活動が難しいと予測される場合において、予算を吟味し

た上で、その年度の会費を減額することができる。 


